
住　　所

氏　　名 印
（名称）

紛 失 ・ き 損
し た 理 由

　我孫子市税条例第９１条第８項の規定により、下記の標識を（紛失・き損）したの
で届出いたします。また、（紛失・き損）したことを自認すると共に、当該物件に関す
る一切の責任を負います。

車 名

車 台 番 号

排 気 量                                CC

自認書・理由書

我孫子市長あて

平成　　　年　　　月　　　日

標 識 番 号我孫子市

連絡先・電話番号

記


